
低所得者世帯へ「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」の給付金低所得者世帯へ「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯」の給付金
給付金暮らし

●対象世帯●対象世帯
①令和5年12月1日時点で八重瀬町に住民登録がある世帯
②令和5年度住民税均等割のみ課税された方と住民税均等割非

課税の方で構成された世帯
※ただし令和5年度の住民税が課されている他の親族等の扶
　養を受けている者のみの世帯ではないこと

③未申告の者がいないこと。
※未申告の方が申告したことで、新たに対象となられた場合は
　コールセンターまでご連絡ください。

対象世帯には、支給要件確認書を3月下旬に送付しています。必要書類をご確認の上、窓口や郵送または電
子申請にてご提出ください。（電子申請での給付については早めの振込を予定しています。）
　※本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いとなります。
　※令和5年12月2日以降に転出した世帯の中で、上記対象世帯である場合は申請書等の提出が必要です
　　ので、あてはまる方はお手続きをお願いします。詳しくは町ホームページをご確認ください。

●手続方法●手続方法

給付金コールセンター（社会福祉課内）｜☎050-3529-1262
受付時間：午前 9 時～午後 5 時（平日）

飼い犬の登録・狂犬病
予防注射は飼い主の
義務です！

※まだ登録していない犬は、予防接種の際に登録してください。

お問い合わせ先 ▶ 住民環境課　環境班　☎ 098-998-8203

　飼い犬には登録が必要です。また、生後91日（約3ヶ月）以
上の犬は毎年1回、狂犬病予防接種を受けることが義務と
なっています。狂犬病は、発病すると人も犬も100％死亡す
るとても怖い病気です。忘れずに予防接種をお願いします。

狂犬病予防注射
注射済票交付手数料
合　計

2,850円
550円

3,400円
料  金

予防接種費用

犬の新規登録
登録鑑札の再交付

3,000円
1,600円

料  金

飼い犬の登録・再登録

令和6年度令和6年度
４日制での実施となります。時間と会場をご確認の上、お越しください。

４月１３日（土）
後　原
新　城
具志頭
港　川
長　毛
玻名城
大　頓

  ９：００ ～   ９ ：５０
１０：００ ～ １０：４０
１０：５５ ～ １１：４０
１３：００ ～ １３：４０
１３：５０ ～ １４：２５
１４：３５ ～ １５：０５
１５：１５ ～ １５：３５

４月２０日（土）
上田原
友　寄
宜　次
第一団地
白川ハイツ
外　間
大倉ハイツ
友寄東ハイツ

  ９：００ ～   ９：２５
  ９：４０ ～ １０：３０
１０：４０ ～ １１：２０
１３：００ ～ １３：２０
１３：３０ ～ １３：５０
１４：００ ～ １４：２０
１４：３０ ～ １４：５０ 
１５：００ ～ １５：３０

（毎年１回実施）

（生涯に1度登録）

４月１４日（日）
富　盛
高　良 
世名城
屋宜原団地
安　里
仲座・与座   

  ９：００ ～   ９ ：５０
１０：００ ～ １０：２０
１０：３０ ～ １１：１０
１１：２０ ～ １１：５０
１３：００ ～ １３：４０ 
１３：５０ ～ １４：２０

４月２1日（日）
志多伯
当　銘
小　城
東風平
八重瀬町役場（伊覇）

  ９：００ ～   ９：３０
  ９：４０ ～ １０：１０
１０：２０ ～ １０：５０
１１：００ ～ １２：００
１３：００ ～ １４：００

中央公民館具志頭分館
（旧具志頭改善センター） １４：３０ ～ １５：１０

留意事項
①集合接種以外に動物病院でも接種が可能です。
②犬が死亡したときや飼い主が変わったときなど
　は住民環境課にお伝えください。

● 飼い犬を登録されている方には、集合予
防注射の案内通知を発送しています。

● 接種会場にお越しの際は、必ず通知ハ
ガキを持参してください。

● 飼い犬が１か月以内に他のワクチン接種
を受けたり、体調不良の場合は主治医
の獣医師にご相談ください。

狂犬病集合予防注射  実施日程

（次の①～③を全て満たす世帯）
対象とならない例対象とならない例

●支給額

（受給は1世帯あたり1回限りです）   
1世帯あたり10万円

●申請期限
令和6年5月31日（金）まで

物価高騰対応重点支援給付金（こども加算）支給について物価高騰対応重点支援給付金（こども加算）支給について
●対象となる児童 ●対象となる児童 
原則として、基準日（令和5年12月1日）において令和5年度住民税非課税世帯に対する給付金（7万円）また
は、令和５年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金（10万円）を受給した世帯と同一世帯となってい
る18歳以下（平成17年4月2日生まれ以降）の児童。

支給決定通知書を送付し、振込日等をお知らせします。（基本、お手続きは不要です）
※「低所得者の子育て世帯への加算給付（こども加算）」は、法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。
※他市町村で同様の給付金を受給した世帯は対象外となります。
※給付金（7万円・10万円）を受給した世帯の中で、令和5年12月2日以降に出生した新生児がいる場合など手続
　きが必要な場合があります。
※給付金に関する振り込め詐欺等にご注意ください。

●支給方法●支給方法

施設入所児童は、対象世帯から施設への
住民票の異動有無に関わらず、原則とし
て対象外です。
※支給決定通知書に含まれている場合は
　ご連絡ください。

例外的に対象とならない児童例外的に対象とならない児童

ア. 基準日（令和5年12月2日）以降に生まれた新生児
イ. 対象世帯とは別だが扶養している児童
  （例：寮に入っている児童）
※令和5年12月2日以降に転出した対象世帯も八重瀬
町での申請が必要となります。

例外的に対象となる児童例外的に対象となる児童

●支給額
（受給は対象児童1人あたり1回限りです。）
児童1人あたり5万円

上記の給付金に関するお問い合わせ

申請が必要です！！

物価高騰対応重点支援給付金（7 万円）の申請期限延長について物価高騰対応重点支援給付金（7 万円）の申請期限延長について
令和6年2月より受付をしている当該手続について、申請期限を4月30日（火）まで延長いたします。
対象世帯のうち、支給要件確認書の提出がまだの世帯主の方は、お早めに社会福祉課窓口へご提出ください。

町ホームページ

詳しくは
町ホームページを

ご確認ください

2024.42024.413 12広報広報

・別居の親、子等から扶養されて
いる方（例：学生）

・社会人1年目
・単身赴任の課税者から扶養さ

れている方等で、令和4年は扶
養されていた方
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